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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パネル（１４）の前側に固定されるように形成されたハウジング（１０）であって、前
記パネル（１４）は、前記前側とは反対側の後側と、前記パネル（１４）を通る開口部（
２６）とを形成し、前記開口部（２６）は、第１縁部（２４）と、この第１縁部（２４）
と向き合った第２縁部（３８）とを形成しており、
　前記ハウジング（１０）は、
　前記後側及び前記第１縁部（２４）と協働して、前記ハウジング（１０）を前記前側に
固定するフック（２０）を形成するベース（１６）と、
　前記ベース（１６）に連結され、非係合位置（３２）と係合位置（３４）に作動できる
リテーナ（３０）とを備え、
　前記リテーナ（３０）には、
　前記リテーナ（３０）が前記係合位置（３４）にあるとき、前記第２縁部（３８）と協
働して、前記フック（２０）を前記第１縁部（２４）と隣接した状態に保持するブロック
部分（３６）と、
　前記リテーナ（３０）が前記ベース（１６）から外れないように前記ベース（１６）の
露呈表面（５４）と協働する、前記リテーナ（３０）の両側から横方向に延びるウィング
状部（５２）とが、形成され、
　前記ベース（１６）には、更に、クリップ部分（４４）が形成されており、前記クリッ
プ部分（４４）は、前記リテーナ（３０）の第１スロット（４６）と係合して、前記リテ
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ーナ（３０）を前記非係合位置（３２）に係止し、また、前記リテーナ（３０）の第２ス
ロット（４８）と係合して、前記リテーナ（３０）を前記係合位置（３４）に係止してお
り、
　前記クリップ部分（４４）には、前記クリップ部分（４４）を前記第２スロット（４８
）から係合解除するための窪み（５０）が形成されている、ハウジング（１０）。
【請求項２】
　パネル（１４）の前側に固定されるように形成されたハウジング（１０）であって、前
記パネル（１４）は、前記前側とは反対側の後側と、前記パネル（１４）を通る開口部（
２６）とを形成し、前記開口部（２６）は、第１縁部（２４）と、この第１縁部（２４）
と向き合った第２縁部（３８）とを形成しており、
　前記ハウジング（１０）は、
　前記後側及び前記第１縁部（２４）と協働して、前記ハウジング（１０）を前記前側に
固定するフック（２０）を形成するベース（１６）と、
　前記ベース（１６）に連結され、非係合位置（３２）と係合位置（３４）に作動できる
リテーナ（３０）とを備え、
　前記リテーナ（３０）には、
　前記リテーナ（３０）が前記係合位置（３４）にあるとき、前記第２縁部（３８）と協
働して、前記フック（２０）を前記第１縁部（２４）と隣接した状態に保持するブロック
部分（３６）と、
　前記リテーナ（３０）が前記ベース（１６）から外れないように前記ベース（１６）の
露呈表面（５４）と協働する、前記リテーナ（３０）の両側から横方向に延びるウィング
状部（５２）とが、形成され、
　前記ベース（１６）には、更に、クリップ部分（４４）が形成されており、前記クリッ
プ部分（４４）は、前記リテーナ（３０）の第１スロット（４６）と係合して、前記リテ
ーナ（３０）を前記非係合位置（３２）に係止し、また、前記リテーナ（３０）の第２ス
ロット（４８）と係合して、前記リテーナ（３０）を前記係合位置（３４）に係止してお
り、
　前記ハウジング（１０）は、前記ベース（１６）に取り付けられたカバー（１８）を備
え、前記カバー（１８）には、前記ブロック部分（３６）の後面（５８）と協働して、前
記ブロック部分（３６）の上面（６０）を前記第２縁部（３８）と係合した状態に保持す
るストッパー（５６）が形成されている、ハウジング（１０）。
【請求項３】
　パネル（１４）の前側に固定されるように形成されたハウジング（１０）であって、前
記パネル（１４）は、前記前側とは反対側の後側と、前記パネル（１４）を通る開口部（
２６）とを形成し、前記開口部（２６）は、第１縁部（２４）と、この第１縁部（２４）
と向き合った第２縁部（３８）とを形成しており、
　前記ハウジング（１０）は、
　前記後側及び前記第１縁部（２４）と協働して、前記ハウジング（１０）を前記前側に
固定するフック（２０）を形成するベース（１６）と、
　前記ベース（１６）に連結され、非係合位置（３２）と係合位置（３４）に作動できる
リテーナ（３０）とを備え、
　前記リテーナ（３０）には、
　前記リテーナ（３０）が前記係合位置（３４）にあるとき、前記第２縁部（３８）と協
働して、前記フック（２０）を前記第１縁部（２４）と隣接した状態に保持するブロック
部分（３６）と、
　前記リテーナ（３０）が前記ベース（１６）から外れないように前記ベース（１６）の
露呈表面（５４）と協働する、前記リテーナ（３０）の両側から横方向に延びるウィング
状部（５２）とが、形成され、
　前記ベース（１６）には、更に、クリップ部分（４４）が形成されており、前記クリッ
プ部分（４４）は、前記リテーナ（３０）の第１スロット（４６）と係合して、前記リテ
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ーナ（３０）を前記非係合位置（３２）に係止し、また、前記リテーナ（３０）の第２ス
ロット（４８）と係合して、前記リテーナ（３０）を前記係合位置（３４）に係止してお
り、
　前記ベース（１６）には、更に、前記フック（２０）の垂直表面（４２）を前記後側と
整合するため、前記前側と接触し前記ベース（１６）の重量と協働するボス（４０）が形
成されている、ハウジング（１０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［０００１］
　本開示は、全体として、部品又は物品を保持するためのハウジングに関し、更に詳細に
は、ハウジングをパネルに固定するための自動取り付け構造（又は構成）を持つハウジン
グに関する。
【背景技術】
【０００２】
　［０００２］
　車輛の電気システムのヒューズやリレーは、代表的には、車輛に取り付けられたハウジ
ングに収容される。既知のハウジング設計は、ハウジングを車輛に固定するために金属製
のナット及びスタッドを使用することを必要とする。代表的には、電気式又は空気圧式の
ソケットドライバー等の組み立て工具を使用し、ナットをスタッドに対して締める。こう
した既知のハウジング設計の一つの欠点は、ハウジングを車輛に固定するために組み立て
工具を使用することと関連した費用である。他の欠点には、金属製のナット及びスタッド
を使用することと関連した重量及び部品価格が含まれる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　［０００３］
　一実施例によれば、パネルの前側に固定されるように形成されたハウジングが提供され
る。パネルは、前側とは反対側の後側と、パネルを通る開口部とを形成する。開口部は、
第１縁部と、第１縁部と向き合った第２縁部とを形成する。ハウジングは、後側及び第１
縁部と協働し、ハウジングを前側に固定するフックを形成するような形態のベースを含む
。ハウジングは、更に、ベースに摺動自在に連結された、非係合位置と係合位置に作動で
きるリテーナを含む。リテーナは、リテーナが係合位置にあるとき、第２縁部と協働して
、フックを第１縁部と隣接した状態に保持するブロック部分を形成する形態を備えている
。
【０００４】
　［０００４］
　単なる非限定的例として提供される好ましい実施例の以下に詳細な説明を添付図面を参
照して読むことにより、この他の特徴及び利点が明らかになるであろう。
【０００５】
　［０００５］
　次に、添付図面を参照して本発明を例として説明する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　［０００６］
【図１】図１は、パネルに固定した、一実施例によるハウジングを前方から見た斜視図で
ある。
【０００７】
　［０００７］
【図２】図２は、一実施例によるハウジング及びパネルを後方から見た斜視図である。
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【０００８】
　［０００８］
【図３】図３は、一実施例によるハウジング及びパネルの断面図である。
【０００９】
　［０００９］
【図４】図４は、ハウジングのベースのフックをパネルの開口部に挿入する方法を示す、
ハウジングのカバーを取り外したハウジングの断面図である。
【００１０】
　［００１０］
【図５】図５は、ハウジングのカバーを取り外した、ハウジングのリテーナが非係合位置
にある一実施例によるハウジング及びパネルの断面図である。
【００１１】
　［００１１］
【図６】図６は、一実施例に係る、リテーナが係合位置にある、図４と同様の断面図であ
る。
【００１２】
　［００１２］
【図７】図７は、一実施例に係る、係合位置にあるリテーナの拡大斜視図である。
【００１３】
　［００１３］
【図８】図８は、一実施例に係る、係合位置にあるリテーナ及びハウジングのベースの拡
大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　［００１４］
　図１は、パネル１４の前側１２に固定されるように形成されたハウジング１０の一つの
非限定的例を示す。ハウジング１０は、ハウジング１０の内容物（図示せず）を保持する
ように形成されたベース１６を含む。ハウジング１０は、更に、ベース１６に取り付けら
れ、ハウジング１０の内容物を保護するカバー１８を備えていてもよい。例として、及び
限定でなく、ハウジング１０の内容物は、車輛の電気システムのヒューズやリレー等の電
気部品であってもよく、パネル１４は、車輛の薄板金パネルであってもよい。ベース１６
には、パネル１４の後側２２及びパネル１４の開口部２６の第１縁部２４（図３参照）と
協働し、ハウジング１０をパネル１４の前側１２に固定するフック２０（図２参照）が形
成されている。図４に示すように、フック２０をパネル１４と係合するため、パネル１４
の開口部２６を通してフック２０を挿入する。図２に示す例では、ベース１６には、更に
、フック２０と同様の設計及び機能のフック２０Ａと、パネル１４にフック留めされる補
助的構成２８Ａ及び２８Ｂとが形成されている。フック２０Ａと、補助的構成２８Ａ及び
２８Ｂとは、フック２０がハウジング１０の重量を支持するのを補助する。ベース１６及
びカバー１８は、プラスチック製であってもよい。
【００１５】
　［００１５］
　ハウジング１０は、更に、ベース１６に摺動可能（又は摺動自在）に連結されたリテー
ナ３０（図３参照）を含む。図示の実施例では、リテーナ３０は、カバー１８がベース１
６に取り付けられていない場合、非係合位置３２（図５参照）及び係合位置３４（図６参
照）まで作動できる。リテーナ３０を非係合位置３２から係合位置３４まで移動すると、
ベース１６がパネル１４に固定される。リテーナ３０は、このリテーナ３０が係合位置３
４にあるとき、開口部２６の第２縁部３８と協働し、フック２０を開口部２６の第１縁部
２４と隣接した状態に保持するブロック部分３６を形成する。ベース１６は、リテーナ３
０が係合位置３４にあるとき、フック２０が第１縁部２４と隣接した状態に保持されるた
め、パネル１４に固定される。リテーナ３０は、プラスチック製であってもよい。
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【００１６】
　［００１６］
　ハウジング１０のベース１６は、パネル１４の前側１２と接触するボス４０（図５参照
）を形成する形態を備えていてもよい。ボス４０は、ベース１６の重量と協働し、フック
２０の垂直表面４２をパネル１４の後側２２と整合させことができる。これにより、リテ
ーナ３０が係合位置３４に移動される前に、フック２０の垂直表面４２がパネル１４の後
側２２と整合され、これと係合する。
【００１７】
　［００１７］
　ハウジング１０のベース１６は、更に、クリップ部分４４（図５参照）を形成する形態
を備えていてもよい。クリップ部分４４は、リテーナ３０の第１スロット４６と係合して
、リテーナ３０を非係合位置３２に係止（ロック）することができる。また、クリップ部
分４４は、リテーナ３０の第２スロット４８（図６参照）と係合して、リテーナ３０を係
合位置３４に係止（ロック）することができる。この係止（ロック）構成（構造）により
、ベース１６をパネル１４に固定する前に又は固定した後に、リテーナ３０を所望の位置
（即ち、非係合位置３２又は係合位置３４）に確実にとどめることができる。リテーナ３
０、クリップ部分４４、及び開口部２６は、リテーナ３０を非係合位置３２から係合位置
３４まで手で（即ち組み立て工具なしで）移動できるように形成されていてもよい。
【００１８】
　［００１８］
　ベース１６のクリップ部分４４には、クリップ部分４４を第２スロット４８と係合した
状態から外すための接触又は接近（アクセス）を許容するように形成された窪み５０（図
６及び図７参照）が形成されていてもよい。窪み５０により、窪み５０に嵌まる標準的な
ヘッドを持つドライバー等の分解工具で、リテーナ３０をクリップ部分４４と係止した状
態から外すことができる。クリップ部分４４が第２スロット４８から係合解除された状態
で、リテーナ３０を非係合位置３２まで移動し、ベース１６をパネル１４と係止した状態
から外してもよい。これにより、必要な場合、ベース１６をパネル１４から外すことがで
きる。
【００１９】
　［００１９］
　ハウジング１０のリテーナ３０は、更に、輸送中及び取り扱い中、又はベース１６をパ
ネル１４に固定した後、リテーナ３０がベース１６から外れないように、ベース１６の露
呈表面５４と協働するウィング状部５２（図８参照）を形成する形態を備えていてもよい
。
【００２０】
　［００２０］
　ハウジング１０のカバー１８は、ストッパー５６を形成する形態を備えていてもよい（
図３参照）。ストッパー５６は、リテーナ３０が係合位置３４から誤って移動する場合、
リテーナ３０と協働してハウジング１０をパネル１４に固定された状態に保持する。スト
ッパー５６は、リテーナ３０のブロック部分３６の後面５８と協働して、ブロック部分３
６の上面６０が第２縁部３８と係合した状態を保持する。これにより、フック２０を第２
縁部２４と隣接した状態に保持する。
【００２１】
　［００２１］
　従って、自動取り付け構造（自動取り付け構成）を持つハウジング１０が提供される。
ハウジング１０によれば、金属製のナット及びスタッドを必要とし、ハウジングの固定に
組み立て工具を使用する既知のハウジング構造と比較すると、費用及び重量が節約される
。更に、ハウジング１０は、ハウジングの固定に緩いナット及びボルトを使用するハウジ
ング構造と比較したとき、ハウジング１０を固定するためにパネル１４の後側２２に接近
又は接触（すなわち、アクセス）する必要をなくす。
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【００２２】
　［００２２］
　本発明をその好ましい実施例に関して説明したが、本発明をこれらの実施例に限定しよ
うとするものではなく、本発明は、以下の特許請求の範囲の記載の範疇に限定される。
【符号の説明】
【００２３】
　１０　ハウジング
　１２　前側
　１４　パネル
　１６　ベース
　１８　カバー
　２０、２０Ａ　フック
　２２　後側
　２４　第１縁部
　２６　開口部
　２８Ａ、２８Ｂ　補助的構成
　３０　リテーナ
　３２　非係合位置
　３４　係合位置
　３６　ブロック部分
　３８　第２縁部
　４０　ボス

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図８】
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